
ケアハウス銀河の里あしょろ利用料額表（月額） 令和元年１０月１日現在

利 用 料 （単位：円）
対 象 収 入 に よ る 階 層 区 分 年 間 合 計 額

サービスの提供に要する費用 生 活 費 その 他 経 費 （ 夏 期 ） 暖房費(冬期) 夏期合計(月額) 冬期合計(月額)

１ 1,500,000円以下 １０,０００ ４４,５００ ３,０００ ８,２５０ ５７,５００ ６２,７５０ ７２６,７５０

２ 1,500,001円～1,600,000円 １３,０００ ４４,５００ ３,０００ ８,２５０ ６０,５００ ６５,７５０ ７６２,７５０

３ 1,600,001円～1,700,000円 １６,０００ ４４,５００ ３,０００ ８,２５０ ６３,５００ ６８,７５０ ７９８,７５０

４ 1,700,001円～1,800,000円 １９,０００ ４４,５００ ３,０００ ８,２５０ ６６,５００ ７１,７５０ ８３４,７５０

５ 1,800,001円～1,900,000円 ２２,０００ ４４,５００ ３,０００ ８,２５０ ６９,５００ ７４,７５０ ８７０,７５０

６ 1,900,001円～2,000,000円 ２５,０００ ４４,５００ ３,０００ ８,２５０ ７２,５００ ７７,７５０ ９０６,７５０

７ 2,000,001円～2,100,000円 ３０,０００ ４４,５００ ３,０００ ８,２５０ ７７,５００ ８２,７５０ ９６６,７５０

８ 2,100,001円～2,200,000円 ３５,０００ ４４,５００ ３,０００ ８,２５０ ８２,５００ ８７,７５０ １,０２６,７５０

９ 2,200,001円～2,300,000円 ４０,０００ ４４,５００ ３,０００ ８,２５０ ８７,５００ ９２,７５０ １,０８６,７５０

１０ 2,300,001円～2,400,000円 ４５,０００ ４４,５００ ３,０００ ８,２５０ ９２,５００ ９７,７５０ １,１４６,７５０

１１ 2,400,001円～2,500,000円 ５２,０００ ４４,５００ ３,０００ ８,２５０ ９９,５００ １０４,７５０ １,２３０,７５０

１２ 2,500,001円以上 ５４,８００ ４４,５００ ３,０００ ８,２５０ １０２,３００ １０７,５５０ １,２６４,３５０

※(注４)に該当される場合 ７,０００ ４４,５００ ３,０００ ８,２５０ ５４,５００ ５９,７５０ ６９０,７５０

（注１） 夏期は５～９月の５カ月間、冬期は１０月～４月までの７カ月間とする。
（注２） この表における「対象収入」とは前年の収入（社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く）から、租税、社会保険料、医療費等の必要

経費を控除した後の収入をいう。
（注３） 本人からのサービスの提供に要する費用徴収額（月額）は、上記により求めた額とする。ただし、その額が当該施設におけるサービスの提供に要する費

用を超えるときは、当該施設のサービスの提供に要する費用（月額）を本人からのサービスの提供に要する費用徴収額（月額）とする。
（注４） 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の２分の１をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が１５０万円以下に該当

する場合の夫婦それぞれのサービスの提供に要する費用徴収額については、上記の額から３０％減額した額を本人からのサービスの提供に要する費用徴収
額（月額）とする。この場合、１００円未満は切り捨てとする。


